
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
十
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

栗

山

道

義

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
七
月
奈
良
県
条

例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
任
命
権
者
）

第
二
条

条
例
に
規
定
す
る
任
命
権
者
に
は
、
併
任
に
係
る
職
の
任
命
権
者
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す

る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
三
条

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
配
偶
者
同
行

休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
当
該
申
請
に
つ
い
て

確
認
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

第
四
条

前
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
届
出
）

第
五
条

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
条
例
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
配
偶
者
同
行

休
業
に
係
る
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
任
命
権
者
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
職
務
復
帰
）

第
六
条

配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
が
休
職
若
し
く
は

停
職
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
以
外
の
事
由
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
と
き
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
の
承

認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
（
条
例
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
承
認
が

取
り
消
さ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に
復
帰
す
る

も
の
と
す
る
。



（
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
等
の
通
知
）

第
七
条

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
を
承
認
す
る
場
合

二

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合

三

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

四

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
を
取
り
消
す
場
合

（
配
偶
者
同
行
休
業
に
伴
う
任
期
付
職
員
の
任
用
に
係
る
通
知
）

第
八
条

任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
文
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
、
文
書
の
交
付
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
適
当
と

認
め
る
と
き
は
、
文
書
の
交
付
に
代
わ
る
適
当
な
方
法
を
も
っ
て
文
書
の
交
付
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
職
員
を
採
用
し
た
場
合

二

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
（
次
号
に
お
い
て
「
任

期
付
職
員
」
と
い
う
。
）
の
任
期
を
更
新
し
た
場
合

三

任
期
の
満
了
に
よ
り
任
期
付
職
員
が
当
然
に
退
職
し
た
場
合

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）

第
九
条

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
部
内
の
他
の
職
員
と

の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
を
百
分
の
五
十
以

下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引
き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に

復
帰
し
た
日
及
び
そ
の
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇
給
日
（
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
第
三
十
二
条
に
規
定
す
る
昇

給
日
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇
給
の
場
合
に
準
じ
て
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

配
偶
者
同
行
休
業
を
し
た
職
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
け
る
号
給
の
調
整
に
つ
い
て
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
は
部
内
の
他
の
職
員
と
の
均
衡
を
著
し
く
失
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
そ
の
者
の
号
給
を
調
整
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人



事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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